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愛西市条例第２８号 

 

愛西市遺児手当支給条例の一部を改正する条例 

 

 愛西市遺児手当支給条例（平成１７年愛西市条例第１００号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。

（８） 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す 

   る法律（平成１３年法律第３１号）第１０条第１項の規定による命

令（母又は父の申立てにより発せられたものに限る）を受けた者 

 第４条を次のように改める。 

 （支給の停止） 

第４条 手当は、父母等及び父母等の配偶者又は民法（明治２９年法律第

８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で父母等と生計を同じく

するものの前年の所得が、愛知県遺児手当支給規則（昭和４５年愛知県

規則第３０号）第６条の３第１項から第３項までに規定する額以上であ

るときは、その年の８月分から翌年の７月分までは支給しない。 

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法

（昭和３６年法律第２３８号）の規定による児童扶養手当の支給の制限

に係る所得の範囲及びその計算方法の例による。 

 第７条第２項中「、毎年３月及び９月の２期にそれぞれの月までの分を

支払うものとする。」を「、毎年４月、８月及び１２月の３期に、それぞれ

その前月までの分を支払う。」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条第２項の改正規定

は、平成２５年４月１日から施行する。 


